
名古屋市

災害対策

実施計画
誰もが安心して暮らせる減災都市名古屋

名古屋市

2019～2023年度





 

＜目次＞  
第１章 名古屋市災害対策実施計画について .................................. 1 
１-１ 趣旨・目的 ..................................................... 2 
１-２ 計画の概要 ..................................................... 3 

第２章 本市を取り巻く状況 ................................................ 5 
２-１ 現況 ........................................................... 6 
２-２ 近年の潮流・課題 ............................................... 9 

第３章 計画策定における基本的な考え方 ................................... 16 
３-１ めざす姿 ...................................................... 17 
３-２ 中長期的な視点に立った今後の取り組み .......................... 18 
３-３ 取り組み方針 .................................................. 24 
３-４ 施策の体系 .................................................... 25 
３-５ 進行管理 ...................................................... 26 

第４章 具体的な取り組み ................................................. 27 
方針１：地域防災力の向上 ............................................. 29 
方針２：災害対応力の向上 ............................................. 37 
方針３：災害に強い都市基盤の整備 ..................................... 55 
方針４：防災意識の向上（継続的に実施するもの） ....................... 68 
【資料１】名古屋市災害対策実施計画と関連する個別計画等との関係について ... 77 
【資料２】南海トラフ巨大地震の被害想定について ........................ 83 
【資料３】検討経過について  ............................................ 97 
【資料４】名古屋市防災条例  ............................................ 99 

 

 

＜参考資料＞............................................................. 75





第
１
章　

名
古
屋
市
災
害
対
策
実
施
計
画
に
つ
い
て 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 名古屋市災害対策実施計画について  
 

  



 

 

 

１-１ 趣旨・目的 

 

 

本市では、南海トラフを震源とする大規模な地震の発生が懸念されており、最大の

死者数が約 6,700 人、最大の建物全壊・焼失棟数が約 66,000 棟という甚大な被害が

想定されています。2018年 2月には、南海トラフ地震の今後 30年間に発生する確率

が「70％程度」から「70～80％」に引き上げられるなど、一段と災害の切迫度が増し

ています。 

また、豪雨等により多発する浸水被害への対応を図るため、2015年に水防法が改正

され、想定し得る最大規模の洪水、内水、高潮へのソフト対策が求められることとな

りました。その後も、平成 29 年 7 月九州北部豪雨や平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪

雨）等の豪雨災害が全国で多発しています。 

本市においては、これまでに「名古屋市震災対策実施計画」及び「名古屋市風水害

対策実施計画」を策定し、優先的な取り組み事項として、市有建築物の耐震化や河川・

ポンプ施設の整備を進めるとともに、食糧やトイレなど災害救助用備蓄物資の充実や

津波から命を守るための津波避難ビルの指定の推進など様々な取り組みを進めてき

たところです。 

この度、現行計画の期間満了に伴い、社会情勢の変化、関係法令の改正、近年発生

した災害により見えてきた課題など近年の潮流・課題を踏まえ、本市の災害対策を総

合的かつ計画的に推進するため、新たな実施計画を策定するものです。 

 

 

～誰もが安心して暮らせる減災都市名古屋～ 

名古屋市防災条例に掲げる「自助」「共助」「公助」の理念を念頭に置き、市

民・事業者等とも協働して本計画に掲げた対策を推進することで、災害発生時

に配慮が必要な高齢者、障害者、乳幼児、外国人を含む全ての人が安心して暮

らせるまちの実現をめざします。 

2 
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１ -２ 計画の概要  

(１ ) 位置づけ  

 本計画は、「名古屋市地域防災計画」の個別計画として位置づけるとともに、「名

古屋市次期総合計画」とも整合を図っていきます。そのほか災害対策に関連する各局

所管の個別計画等の内容を反映し、連携して対策を推進していきます。 

 

≪イメージ図≫  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
≪主な関連する個別計画等≫ 

名称 内容 計画期間 所管局 

名古屋市総合排

水計画 (2018 年

度末改定)

河川、下水道等の治水施設整備に

よる全市的な視点に立った総合的

な排水計画 

概ね 30年間 緑政土木局、

上下水道局 

震災に強いまち

づくり方針 

震災に強い市街地を形成するため

の取り組み方針 

― 住宅都市局 

名古屋市建築物

耐震改修促進計

画 

住宅・建築物の耐震化を計画的に

促進するための計画 

2016～ 2020

年度 

住宅都市局 

みずプラン 32 上下水道事業中期経営計画（上下

水道施設の地震対策、緊急雨水整

備事業を含む浸水対策など） 

2016～ 2020

年度 

上下水道局 

 

  

個別計画 

としての 

位置づけ 

実施結果 

を反映 

名古屋市地域強靱化計画 

名古屋市地域防災計画 
名古屋市次期総合計画 

(2019年度策定予定) 

整合 

内容を 

反映 

指針 

関連する個別計画等 

名古屋市 

震災対策 

実施計画 

名古屋市 

風水害対策 

実施計画 名古屋市防災条例 

名古屋市災害対策実施計画 
統合 

旧 自助・共助・

公助の理念

を反映 

名古屋市水防計画 

実施結果 

を反映 

内容を 

反映 
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(３ ) 計画期間  

 本計画の計画期間は 2019年度から 2023年度までの 5年間とします。 

 

(４ ) 対象とする災害  

 本計画において対象とする災害は、地震、津波、洪水、内水氾濫、高潮、土砂災害、

暴風とします。 
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第２章 本市を取り巻く状況    
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２-１ 現況 

(１) 本市の地形 

本市は濃尾平野の南東端にあり、丘陵地と沖積平野とが境を接する地域に位置して

います。中心部の名古屋城から熱田神宮の一帯にかけては、標高 10～15mの熱田台地

が広がり、その西側は主として庄内川の土砂によって形成された沖積平野が広がって

います。南西部は、17世紀中ごろから干拓によって新田開発が進められたゼロメート

ル地帯と、明治以降に埋め立てられた臨海工業地帯となっています。 

低地では、雨水を河川等へ自然に流すことができないため、雨水ポンプ所を設けて

強制的に排水しており、こうした地域が市域の約50％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 本市の気候 

本市は、伊勢湾に面していますが、外洋から離れているため、黒潮の直接の影響を

ほとんど受けず、内陸性に近い気候となっています。 

このため、冬季は夜間から明け方にかけての冷え込みが厳しく、最低気温は東京、

大阪に比べてかなり低く、逆に夏は暑さが厳しく、最高気温が35度を超える猛暑日が、

平年で11.5日もあります。 

伊勢湾周辺は全国的にみて雨量の少ない地域で、名古屋の年間日照時間は他の大都

市より長くなっています。しかし、冬季は比較的雲が多く、愛知県内でも三河平野に

比べて晴天の日が少なくなっています。降水量は太平洋側型になっており、月降水量

の変化からみると、梅雨期の6～7月と、台風や秋の長雨時期の9月に、降水量のピーク

がみられます。 

 
※地理院パネル（標高パネル）

　を加工して作成
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(３ ) これまでの本市の災害対策  

年 主な災害 主な災害対策 

1959（S34） 伊勢湾台風 
 

1960（S35） 
 名古屋市災害対策要綱の策定 

1961（S36） 
 災害対策基本法の制定（国） 

1963（S38） 
 名古屋市地域防災計画の策定 

1995（H7） 
兵庫県南部地震 

（阪神・淡路大震災） 

 

2000（H12） 東海豪雨 
 

2002（H14） 
 

東海地震に係る防災対策強化地域に指

定（国） 

2003（H15） 
 

東南海・南海地震防災対策推進地域に指

定（国） 

2004（H16） 平成 16年新潟県中越地震  

2006（H18） 
 名古屋市防災条例の制定 

2007（H19） 平成 19年新潟県中越沖地震  

2008（H20） 平成 20年 8月末豪雨（名古屋市）  

2011（H23） 
平成 23年東北地方太平洋沖地震（東

日本大震災） 
名古屋市震災対策基本方針の策定 

2013（H25）  国土強靱化基本法の制定（国） 

2014（H26） 
平成 26 年 8 月豪雨（広島市土砂災

害） 

南海トラフ地震防災対策推進地域に指

定（国） 

名古屋市震災対策実施計画の策定 

2015（H27） 平成 27年 9月関東・東北豪雨 防災危機管理局を新たに設置 

2016（H28） 

平成 28年熊本地震 

平成 28年台風第 10号（北海道・東

北豪雨） 

名古屋市地域強靱化計画の策定 

名古屋市風水害対策実施計画の策定 

名古屋市震災対策実施計画の改定 

2017（H29） 平成 29年 7月九州北部豪雨  

2018（H30） 
大阪府北部の地震 

平成 30年 7月豪雨（西日本豪雨）

北海道胆振東部地震 
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ア 名古屋市防災条例の制定  
名古屋市防災条例は、行政の防災対策だけではなく、

市民や事業者、行政が手を携えて、災害に強いまち、誇

りと愛着を持ち続けることのできるまち「名古屋」を作

っていくため、2006年10月に制定されました。 

大規模災害による被害を減らすためには、自分で自分

や家族を守るという「自助」、市民や事業者が助け合っ

て地域を守るという「共助」、行政が市民や事業者の活

動を支援し、それらの者の安全を確保するという「公助」

の理念が念頭に置かれています。 

  

イ 名古屋市地域強靱化計画の策定  
2013年12月に、「強くしなやかな国民生活の実現を図るた

めの防災・減災に資する国土強靱化基本法」が公布・施行さ

れ、大規模自然災害に備えた強靱な国づくりに向けて、「国土

強靱化基本計画」が策定されました。 

これを踏まえ、国や愛知県、民間事業者などの関係者との

連携のもと、本市の強靱化に関する施策を総合的かつ計画的

に推進する指針として、2016年3月に策定しました。 

 

ウ 名古屋市震災対策実施計画の策定  
南海トラフ巨大地震の発生が危惧される中、東日本大震災

の教訓を踏まえ、地震災害による被害を軽減するため、本市が

2014 年度から 2018 年度までの 5 年間で実施すべき対策を総

合的かつ計画的に推進することを目的として、2014年 10月に

策定（2016年改定）しました。 

  

 

エ 名古屋市風水害対策実施計画の策定  
名古屋市地域強靱化計画を踏まえ、風水害による被害を軽

減するため、本市が 2016 年度から 2018 年度までの 3 年間で

実施すべき対策を総合的かつ計画的に推進することを目的と

して、2016年 10月に策定しました。 
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２ -２  近年の潮流・課題   

(１ ) 防災意識の変化  

ア 災害記憶の風化  
内閣府の調査によると、「今、あなたが住んでいる地域に、将来（今後 30 年程

度）大地震、大水害などの大災害が発生すると思いますか。」という質問に対し、

「ほぼ、確実に発生すると思う」「発生する可能性は大きいと思う」と回答した割

合が 6割を超えています。 

一方で、災害へ備えることの重要性として、「あなたの日常生活において、災害

への備えは、どのくらい重要なことですか」という問いに対し、「十分に取り組ん

でいる」「日常生活の中でできる範囲で取り組んでいる」と回答した割合が 4割を

下回っています。また、東日本大震災で被災した方々へのアンケートによれば、震

災の風化に関して、「そう思う」「ややそう思う」の割合が 7割以上を占めていま

す。南海トラフで発生する地震の今後 30年以内の発生確率が「70％程度」から「70

～80％」に高まるなど、大規模災害の発生が予想されるなか、災害記憶の風化等に

よる防災意識の低下が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほぼ、確実に発生する

と思う, 15.9%

発生する可能性は大きい

と思う, 47.1%

可能性は少ないと思う, 

30.2%

可能性はほぼないと思

う, 6.8%

災害の可能性に関する意識
※日常生活における防災に関する意識や活動につ

いての調査結果（2016年、内閣府）

優先して取り組む重要な事項であ

り、十分に取り組んでいる

3.4%

災害に備えることは重要だと思う

が、日常生活の中でできる範囲で

取り組んでいる

34.4%

災害に備えることは重要だと思うが、災害

への備えはほとんど取り組んでいない

50.9%

自分の周りでは災害の危険

性がないと考えているた

め、特に取り組んでいない

11.3%

災害へ備えることの重要性
※日常生活における防災に関する意識や活動についての

調査結果（2016年、内閣府）

そう思う, 

39.0%

ややそう思

う, 35.2%

どちらでも

ない, 

12.3%

あまりそう

思わない, 

9.1%

そう思わな

い, 4.4%

全国的に震災の風化が進んでいる
※東日本大震災被災者アンケート（NHK報道局社会

部東日本大震災取材班、2018年3月）



  

10 

 

イ 自助の停滞  
内閣府の調査によると、重点を置くべきだと考えている防災対策に関して、「自

助」「共助」と回答した割合が 6割を超えています。 

一方で、市民の家具固定率に関しては 2014 年から 2017 年の 4 年間で 30％程度

で推移し、家庭内備蓄率は 50％程度で推移しています。また、指定緊急避難場所と

指定避難所の違いを認識している市民の割合については、2017 年時点で 33.8％に

とどまっています。 

 

  

 

   

39.8%

21.7%

18.6%

24.5%

10.6%

14.0%

6.2%

8.3%

24.9%

28.8%

56.3%

37.4%

0.2%

0.2%

0.1%

0.6%

3.0%

5.0%

2017年度

2013年度

2002年度

災害時に重点を置くべき防災対策

※防災に関する世論調査（2018年、内閣府）

自助 共助 公助 自助・共助・公助のバランス その他 分からない

32.5%

33.4%

30.7%

34.0%

30.0%

32.0%

34.0%

2014 2015 2016 2017

災害に対してどのような備えを

していますか。

（家具の転倒防止）

※総合計画に関するアンケート調査

（名古屋市）

はい

50.2%

51.9%

49.1%

52.1%

48.5%

49.5%

50.5%

51.5%

52.5%

2014 2015 2016 2017

災害に対してどのような備えを

していますか。

（水や食料などの備蓄品の備え）

※総合計画に関するアンケート調査

（名古屋市）

はい

両方の違いを知ってい

る

33.8%両方の違い

を知らない

63.0%

無回答

3.2%

指定緊急避難場所と指定避難所の違いの認識

※2017年度市政アンケート（名古屋市）

ナゴヤ避難ガイド 

（2017年 3月配布） 
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(２ ) 社会情勢の変化  

ア 少子高齢化・地域コミュニティ希薄化による共助の停滞  
1989年（平成元年）以降の本市の人口比率をみると、0～14歳の比率は 17.9％か

ら 12.2％へと低下するとともに、65 歳以上の比率は 9.9％から 24.3％と増加して

おり、少子高齢化が着実に進行しています。 

また、地域コミュニティ活性化に関する調査報告書（2015年 3月、名古屋市）に

よれば、地域の人々のつながりやまとまりが薄れてきていると感じている人の割合

は 76.9％となっています。さらに、町内会・自治会への加入割合は依然として 8割

以上となっているものの、20代の加入率は 59.8％、30代の加入率は 72.0％となっ

ており、若年層を中心に地域とのつながりが薄れてきていることが分かります。 

近年、要配慮者が増加していることなどから、地域での助け合いがより一層必要

となってきていますが、少子高齢化や地域コミュニティの希薄化に伴い、地域活動

の担い手不足が進み、災害時に地域での助け合いが機能しないことが懸念されます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

17.9% 13.6% 12.2%

72.0%
68.1%

61.9%

9.9%
17.3% 24.3%

0.1% 1.0% 1.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1989年10月

(2,149,517人)

2003年10月

(2,193,376人)

2017年10月

(2,314,125人)

名古屋市における人口の推移

※名古屋市作成

0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳

59.8%

72.0%

84.6%

82.4%

88.1%

90.2%

87.5%

82.8%

38.3%

28.0%

14.5%

16.2%

11.2%

8.0%

8.7%

15.9%

1.9%

0.0%

0.8%

1.4%

0.7%

1.8%

3.8%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

全体

あなたは（またはあなたの世帯は）、町内会・自治会に加入していますか。

※地域コミュニティ活性化に関する調査報告書（2015年3月、名古屋市）

はい いいえ 回答なし

そう思う

33.7%

どちらかとい

えばそう思う

43.2%

どちらかとい

えばそう思わ

ない

8.8%

そう思わな

い

7.4%

わからない

5.8%
回答なし

1.1%

あなたは、地域の人々のつながりやまとまりが薄れ

てきていると思いますか

※地域コミュニティ活性化に関する調査報告書

（2015年3月、名古屋市）
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イ リニア中央新幹線開業・交流人口の増加  

2027年に一部開業を予定しているリニア中央新幹線により、東京から名古屋への

移動時間が現在の約 100分から約 40分に大幅に短縮されます。 

その後、早ければ 2037 年には東京から大阪までの全線開業の可能性があり、東

京・名古屋・大阪の三大都市圏が約 1時間で結ばれ、1つの巨大な都市圏となるス

ーパー・メガリージョンが誕生し、約 7,000万人の世界最大の交流圏が生まれるこ

ととなります。 

これに伴い、名古屋駅を中心に交流人口の増加が見込まれ、ターミナル駅となる

名古屋駅周辺をはじめとした主要駅において防災対策の推進を図ることが求めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

ウ 情報の高度化  

総務省の調査によれば、スマートフォンの個人保有率は 2016年時点で 56.8％と

なっており、とりわけ 20代と 30代は 9割を超えるなど、若年層を中心に急速にス

マートフォンが普及しています。また、2016年に発生した熊本地震においては、ス

マートフォンを利用した情報収集等の比率が 7割を超えており、テレビに匹敵する

情報収集・伝達手段となったことが分かります。 

さらに、近年では、あらゆるモノがインターネットにつながる IoTの普及、ビッ

グデータの活用、AI技術の発展など、ICT技術は日進月歩で進化しており、防災分

野においても ICT技術の活用は欠かせないものとなってきています。 

 

 

＜熊本地震における ICT機器の利用状況＞ ＜スマートフォン個人保有率の推移＞ 

※熊本地震における ICT利活用状況に関する調査結果 

（2016年、総務省） 
※通信利用動向調査（2016年、総務省） 

※名古屋市作成 

＜リニア中央新幹線開業による交流圏の変化＞ 

約100分 約40分 
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(３ ) 法令改正等  

ア 水防法改正への対応  
観測史上最大級の豪雨等により多発する浸水被害への対応を図るため、2015年 5

月に水防法が改正され、想定し得る最大規模の洪水、内水、高潮へのソフト対策が

求められることとなりました。これに伴い、2016年 12月には庄内川・矢田川、2018

年 3月には新川などの浸水想定が公表されています。 

また、2016年 8月の北海道・東北豪雨において、社会福祉施設の入所者が逃げ遅

れにより犠牲となったことを受け

て、2017年 5月に水防法が改正さ

れ、社会福祉施設、学校、医療施設

等の要配慮者利用施設における避

難確保計画の作成及び避難訓練の

実施が義務化されました。 

治水施設整備のみでは対応が難

しい想定最大規模の豪雨等に対し

ては、事前の避難行動を促進する

ソフト対策が重要となっていま

す。 

 

 

イ 南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく新たな防災対応  
2017 年 9 月、中央防災会議防災対策実行会議のワーキンググループにおいて報

告書が取りまとめられ、現在の科学的知見では、南海トラフ沿いの地震の発生場所

や時期・規模を高い確度で予測することはできないとの報告がされました。これを

踏まえ、気象庁は南海トラフ地震に対する新たな防災対応が定められるまでの当面

の間、南海トラフ沿いに異常な現象が観測された場合に「南海トラフ地震に関連す

る情報」を発表することとしまし

た。 

そして、2018年 12月、南海トラ

フ沿いの異常な現象への防災対応

のあり方について報告書が取りま

とめられました。今後、国から示さ

れるガイドラインをもとに、地方公

共団体や企業などは、具体的な防災

対応の検討をすすめることが必要

となります。 

  

庄内川・矢田川 洪水浸水想定区域（想定し得る最大規模） 

（2016年、国土交通省中部地方整備局）

 

※南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方について（報告） 

（2018年、南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ） 

ｚ
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(４ ) 近年の災害からの教訓  

ア 熊本地震  

(ア) 防災拠点の機能不全等による防災活動体制の混乱 

2 度にわたり震度 7 の揺れを観測した熊本地震

では、熊本県内の 5 市町（八代市、人吉市、宇土

市、大津町、益城町）の庁舎が被災し、公民館や体

育館等に防災拠点機能を移転するなど、本部機能

に大きな混乱が生じました。また、指定避難所運営

や被災者対応に多くの人員が割かれ、初動対応に

支障をきたすなど、防災拠点機能や防災活動体制

の確保の重要性が浮き彫りとなりました。 

 

(イ) 物資の滞留 

政府のプッシュ型支援による大量の救援物資を

始め、様々な方面からの物的支援が実施されまし

た。しかしながら、物資集配に必要な資機材の不足、

ノウハウの不足等により、物資集配拠点が機能不全

に陥り、その結果、救援物資が滞留し指定避難所等

への輸送に遅れが生じました。  
(ウ) 指定避難所等の混乱 

熊本地震では、避難者が大量に発生し、最大で熊

本県人口の約 1割にあたる約 18万人の避難所避難

者が発生しました。また、避難所の収容能力を超え

る避難者が発生したことなどにより、車中泊で生

活する者が多数発生し、車中泊の長期化によるエ

コノミークラス症候群の患者が発生しました。 

 

(エ) り災証明交付の遅れ 

災害対応に多くの職員が割かれたことに加え、他

の自治体からの応援職員の受け入れ体制も整備さ

れていなかったことなどから、り災証明書の交付に

時間を要し、早期生活再建に必要な支援措置に遅れ

が生じました。 
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イ 大阪府北部の地震  

大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の崩落などが要因で 6名の死者が

発生したほか、全壊 18棟、半壊 517棟、一部損壊 57,787棟の住家被害が発生しま

した。（2018年 11月 6日現在） 

ブロック塀については、1978年の宮城県沖地震を受けて、建築基準法施行令が改

正されましたが、不遡及の原則から今なお法令の基準に合わないブロック塀が残っ

ており、その対策の重要性が改めて浮き彫りとなりました。また、大都市に多い中

高層の集合住宅では、居住空間が狭いことに加えて揺れが増幅しやすいことから、

地方に比べ家具の転倒の危険度が高く、都市型地震災害における家具の転倒防止対

策の重要性も改めて浮き彫りとなりました。 

 

ウ 集中豪雨の多発  

近年、全国的に集中豪雨が多発しており、平成 30 年 7 月豪雨を始め、観測史上

最大級の豪雨により、各地で甚大な被害が発生しています。本市においても、1時

間 50mm を超える集中豪雨の発生回数が増加傾向にあり、1 時間 100mm を超える豪

雨も度々発生しています。 

このような現在の想定をはるかに超える豪雨に対して、治水施設整備のみで対応

することは難しい状況です。          ＜近年の主な豪雨災害＞ 

平成 23年 7月新潟・福島豪雨 

平成 24年 7月九州北部豪雨 

平成 26年 8月豪雨（広島市土砂災害） 

平成 27年 9月関東・東北豪雨 

平成 28年 8月北海道・東北豪雨 

平成 29年 7月九州北部豪雨 

平成 30年 7月豪雨（西日本豪雨） 

＜1時間 50mmを超える降雨の状況＞ 

※名古屋地方気象台観測値より名古屋市作成 
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第３章 計画策定における基本的な考え方                    
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３ -１  めざす姿           
めざす姿１ 災害による死者が発生しない 
過去に発生した最大規模の地震や、河川整備基本方針規模の降雨による洪水などの

災害に対しては、ハード・ソフト両面からの対策を推進します。また、想定し得る最

大規模の災害に対しては、ハードでの対策では限界があることから、適切な避難行動

による「命を守る」ための対策を推進することで、「災害による死者が発生しない」

ことをめざします。 

区分 
ハード・ソフト両面から 
対策を推進する災害規模 

適切な避難行動による「命を守る」

ための対策を推進する災害規模 

地震・

津波 

過去の地震を考慮した最大規模 

(発生頻度は概ね 100～200年に1度) 

あらゆる可能性を考慮した最大規模 
（発生頻度は 1,000年に 1度程度） 

洪水 

河川整備基本方針規模 

（河川ごとに設定。庄内川は概ね

200年に 1度発生する降雨を対象） 

想定最大規模 
（発生頻度は 1,000年に 1度程度） 

内水 
氾濫 

東海豪雨に相当する規模 

（1時間約 100mmの降雨） 

想定最大規模 
（発生頻度は 1,000年に 1度程度） 

高潮 伊勢湾台風規模 想定最大規模（県が今後公表予定） 

※土砂災害・暴風については、特定の規模を想定せず必要な対策を実施  
めざす姿２ 迅速な災害対応により被害が拡大しない 

 大規模災害が発生すると、地震の場合は揺れ・火災・津波等により、風水害の場合

は洪水、内水氾濫、高潮等により、多数の死傷者や家屋被害の発生が想定されます。

このような状況下でも、防災拠点の機能確保、災害情報の迅速な把握、消火・救助体

制の確保、医療機能の確保等により、「迅速な災害対応により被害が拡大しない」こ

とをめざします。 

 

めざす姿３ 助かった命が守られ、社会経済活動が早期に再開される 

 食糧・飲料水等の確保、良好な生活環境の確保等により避難者の健康被害や関連死

を防ぐとともに、速やかな住まいの確保や企業の早期回復等を実現することで、「助

かった命が守られ、社会経済活動が早期に再開される」ことをめざします。 

１ 災害による死者が発生しない 

          発 災 か ら の 時 間 の 経 過 
２ 迅速な災害対応により被害が拡大しない 

３ 助かった命が守られ、社会経
済活動が早期に再開される 
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３ -２ 中長期的な視点に立った今後の取り組み  

※「現在の状況」は 2018年度末見込みの取り組み状況を、「本市が行う今後の取り組み」は

中長期的な視点に立った取り組みを記載 

※「☆」は近年の潮流・課題を踏まえたものを示す 

 (１ ) めざす姿１：災害による死者が発生しない  

【行政及び市民・事業者等の主な役割】 

死者が発生する要因 
 

行政の主な役割 
市民・事業者等の 

主な役割 地震 風水害 
 

建物の 

倒壊等 
－ 

 公共施設において 

市民の安全を確保する 

住宅等において 

自らの安全を確保する 

津波浸水 
洪水・内水・

高潮浸水 

  

 

浸水被害を 

防止・軽減する 

浸水被害の 

防止・軽減に寄与する 

土砂崩れ 

 

土砂災害を防止する － 

逃げ遅れ（共通） 

 

 

避難場所等を確保する

とともに、迅速に情報

を収集し、伝達する 

災害リスクや 

避難場所等を把握し、 

迅速に避難する 

                

【現在・今後の主な取り組み】 

行政の主な役割 

 

公共施設において市民の安全を確保する 

・市有建築物の耐震化率 98.7％に到達（2017

年度） 

・全ての市立小中学校において天井等落下

防止対策を実施【完了】 

・市有施設の耐震化を推進 

・市有施設において利用者への安全対策を

推進 

 

浸水被害を防止・軽減する 

・緊急雨水整備事業の整備率 92％に到達 

・河川堤防の耐震対策を実施 

・河川の整備を実施 

・名古屋港の高潮防波堤を改良【完了】 

・なごや集約連携型まちづくりプランに基

づき、災害リスクを周知 

・市有施設において貯留浸透施設を設置 

・緊急雨水整備事業を含む浸水対策を推進 

・河川堤防の耐震対策を推進 

・河川の整備を推進 

・名古屋港の防潮壁の改良等を促進 

・災害リスクを考慮した居住や都市機能の

誘導等を推進 

☆市有施設における雨水流出抑制を推進 
   

現在の状況               本市が行う今後の取り組み 
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土砂災害を防止する 

・公園内のがけ崩れ危険箇所対策を実施 ・公園内のがけ崩れ危険箇所対策を推進 
  

避難場所等を確保するとともに、迅速に情報を収集し、伝達する

・想定し得る最大規模の高潮・洪水に対する

避難行動を検討 

・市有施設において道路境界にあるコンク

リートブロック塀の建築基準不適合状態

を解消【完了】

 

・津波避難者を収容する津波避難施設を確

保 

・避難地として計画された公園を整備 

・同報無線の更新・増設、「きずなネット」

等の情報伝達手段を拡充 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され

た場合の対応を検討 

☆想定し得る最大規模の高潮・洪水に対する

避難行動指針を策定 

☆倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去等

により、市有施設において安全な避難路を

確保 

☆確実かつ迅速な避難実施に向けた避難施

設の指定を推進 

・避難地として計画された公園の整備を推

進 

☆全ての市民に必要な情報を確実に伝達で

きる体制を構築 

☆南海トラフ沿いで異常な現象が観測され

た場合の防災対応体制を構築 

市民・事業者等の主な役割 

 

住宅等において自らの安全を確保する 

・住宅の耐震化率 89％に到達（2015年度） 

・家具等の固定率 30％程度で推移（2017年

度） 

・家庭等における火災対策を実施 

☆耐震化率向上に向け、各種助成等を実施 

☆家具等の固定率向上に向け、支援を実施 

☆家庭等における火災対策を推進 

 

浸水被害の防止・軽減に寄与する 

・貯留浸透施設を設置 

・雨水ます等の清掃を実施 

・雨水流出抑制を推進 

・雨水ます等の清掃実施の啓発を推進 
 
 

災害リスクや避難場所等を把握し、迅速に避難する 

・指定緊急避難場所と指定避難所の違いの

認識率は 33.8％（2017年度） 

 

・84学区において地域避難行動計画を策定 

・地域防災計画(2018 年 6 月現在)に位置づ

けた要配慮者利用施設のうち、避難確保計

画策定率は 50％ 

・民間ブロック塀等の撤去助成を実施 

・木造住宅密集地域の減災に向け、老朽木造

住宅の除却助成等を実施 

☆地区防災カルテを活用して地域特性や災

害リスク等を把握する中で、地域避難行動

計画の策定を支援 

☆要配慮者利用施設等の避難確保計画等の

策定を支援 

☆倒壊の恐れのある民間ブロック塀等の撤

去等を促進 

・老朽木造住宅の除却等の促進により木造

住宅密集地域の減災対策を推進  現在の状況               本市が行う今後の取り組み 
（2017年度）
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(２ ) めざす姿２：迅速な災害対応により被害が拡大しない  

【行政及び市民・事業者等の主な役割】 

被害が拡大 
する要因   行政の主な役割 市民・事業者等の 

主な役割 
交通網の遮断 

 
輸送ルートを確保する ― 

帰宅困難者の発生 

 
帰宅困難者の支援体制を 

確保する 

一斉帰宅の抑制など 

適切な行動をとる 

防災拠点の 

機能不全 

 

防災拠点機能を確保する ― 

消火・救助活動の

遅れ、火災の延焼 

 消火・救助体制を 

確保するとともに、 

火災の延焼を防止する 

相互に連携し、 

初期消火を行う  

医療活動の遅れ 

 

 

災害拠点病院等の 

医療機能を確保する 
― 

         

【現在・今後の主な取り組み】 

行政の主な役割 

 
 

輸送ルートを確保する 

・橋りょうの耐震化及び緊急輸送道路の整

備を実施 

・緊急輸送道路の電線類の地中化を実施 

・名古屋市道路啓開計画を策定【完了】 

 

・橋りょうの耐震化及び緊急輸送道路の整

備を推進 

・緊急輸送道路の電線類の地中化を推進 

・名古屋市道路啓開計画等の実効性を確保

するため、関係機関との合同訓練を実施 

   

帰宅困難者の支援体制を確保する 

・名古屋駅周辺地区で、都市再生安全確保計

画を作成し、運用 

・名古屋駅周辺地区で、食糧・飲料水等を備

蓄【完了】 

・名古屋駅周辺 8地区で帰宅困難者収容施設

等を導入 

☆市内の主要駅の対策を実施 

 

  

現在の状況               本市が行う今後の取り組み 
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防災拠点機能を確保する 

・市有建築物のうち、防災拠点施設の耐震化

を実施 

・市役所、14区役所、16消防署で 72時間分

の非常用電源設備を整備 

・全職員の 3日分の備蓄を確保【完了】 

・大規模災害時広域受援計画を策定【完了】 

☆名古屋駅周辺地区の危機管理体制を充実

強化 

・市有建築物のうち、防災拠点施設の耐震化

を推進 

・防災拠点における 72時間分の非常用電源

設備を整備 

☆災害対策本部の移転拡張や、体制の見直し

等により災害対応体制を拡充 

☆ICT 技術を活用した迅速な情報収集体制

を確立 

  

消火・救助体制を確保するとともに、火災の延焼を防止する 

・耐震性防火水槽の設置及び既存防火水槽

の耐震補強を 100％整備【完了】 

・消防団装備の充実として、デジタル無線

機等を整備 

・消防署・出張所のリニューアル改修を実施 

・総合防災情報システムの充実に向け、消防

救急無線のデジタル化等を実施 

・東郊線地区等において都市防災不燃化促

進事業を実施 

☆大規模災害時の消防水利の取水・送水体制

を確立 

・老朽化した消防署・出張所を順次リニュー

アル改修し、災害時の機能を確保 

☆消防団装備・施設の充実等により、迅速な

消火・救助体制を確立 

・総合防災情報システムを機能維持できる

よう、定期的な維持・更新を実施 

  

災害拠点病院等の医療機能を確保する 

・災害時における傷病者の受け入れができ

るよう災害対応訓練を実施 

・災害派遣医療チーム（DMAT）を配置 

・医薬品の供給体制の確保のため、名古屋市薬

剤師会と医薬品備蓄委託契約を締結【完了】 

・災害対応備品・設備の維持・更新及び訓練

内容を充実 

・引き続き災害派遣医療チーム（DMAT）の増

強を図り、医療チーム派遣機能を確保 

☆市立中学校に設置される医療救護所を充実 
    

市民・事業者等の主な役割 

 
 

一斉帰宅の抑制など適切な行動をとる 

・一斉帰宅抑制を実施 ・市民や事業者に対する一斉帰宅抑制を周

知徹底 

相互に連携し、初期消火を行う 

・木造住宅密集地域において自主防災組織

の初期消火資機材を試行的に整備 

・地域と事業所との支援協力に関する覚書

を 1,614件締結（2017年度）

☆木造住宅密集地域の自主防災組織の実情

に応じて初期消火資機材を整備し、初期消

火体制を強化 

・地域と事業所との支援協力体制の充実に

より、事業所と連携した資機材等の提供

体制を確立   現在の状況               本市が行う今後の取り組み          



  

22 

 

 (３ ) めざす姿３：助かった命が守られ､社会経済活動が早期に再開される  

【行政及び市民・事業者等の主な役割】 

災害関連死、社会経

済活動の長期停止が

発生する要因   行政の主な役割 市民・事業者等の 
主な役割 

ライフラインの寸断 
 

ライフラインを確保する ― 

食糧等の不足 
 備蓄や調達により 

食糧等を確保する 
食糧・飲料水を備蓄する 

指定避難所の 

機能不全 

 良好な避難生活環境を 

確保する 

助け合いにより、 

良好な避難生活を送る 

災害廃棄物の発生 
 

災害廃棄物を処理する ― 

企業等の被災 
 

― 事業を早期に再開する 

住まいの確保の遅れ 
 

速やかに住まいを確保する ― 

               

【現在・今後の主な取り組み】 

行政の主な役割 

 

ライフラインを確保する 

・上下水道施設の耐震化等を実施 ・計画的な改築・更新にあわせ、上下水道施

設の耐震化を推進 

 

備蓄や調達により食糧等を確保する 

・食糧及び毛布等を備蓄 

・緊急物資集配拠点マニュアルを策定 

・大規模小売業者等との協定締結を実施 

・3日分の災害救助用備蓄物資を確保 

☆民間事業者との協定等により、物資集配・

輸送体制を強化 

    

良好な避難生活環境を確保する 

・市立小中学校 6 校の埋設給排水管を改修

し、給排水機能を確保 

・区本部機能強化に向けた体制の見直しを

実施 

・118箇所の福祉避難所指定を実施

（2017年度）

・災害用トイレを備蓄 

・全ての市立小中学校に投光器・発電機を整

備【完了】 

☆市立小中学校の給排水機能の確保を推進

☆区本部運営体制や避難所運営支援体制を

確保 

☆福祉避難所開設運営訓練を実施 

☆指定避難所における良好な生活環境を確

保 

・避難所外避難者の早期把握及び支援を実

施 

 

 

 

現在の状況               本市が行う今後の取り組み 
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災害廃棄物を処理する 

・災害廃棄物処理計画を策定【完了】 

・オープンスペース利用計画を策定【完了】 

・災害廃棄物処理に関する教育訓練等を実

施 

・県や周辺市町村との連携により、相互協力

体制を構築 
  

速やかに住まいを確保する 

・応急仮設住宅配置計画図及び応急仮設住

宅建設候補地台帳を整備 

・被災建築物応急危険度判定士の登録者数

は 2,626人（2017年度） 

☆応急仮設住宅の配置計画図等を更新する

とともに、借上仮設住宅の円滑な確保に向

けて県と連携することにより、速やかに仮

設住宅を提供 

・被災建築物応急危険度判定体制の強化 

☆家屋被害調査の迅速な実施等により、り災

証明の早期発行に向けた体制を確保 
 

市民・事業者等の主な役割 
  

食糧・飲料水を備蓄する 

・家庭内備蓄率は 50％程度を推移（2017年

度） 

☆家庭内備蓄率の向上を促進するため、更新

に伴う備蓄物資を活用し、イベントや訓練

等において効果的な啓発を実施 
  

助け合いにより、良好な避難生活を送る 

・全ての学区において指定避難所開設・運営

訓練を実施（2017年度） 

・災害ボランティアセンターにおける資機

材の充実等を実施 

☆地区防災カルテを活用して地域特性や地

域の防災力等を把握し、訓練の中身（内容、

理解度等）の充実を実施 

☆NPO やボランティアとの連携体制の充実

を実施 

☆在宅避難に係る啓発等を実施 

・避難所生活での感染症や生活不活発病等

の予防に係る啓発を実施 
 
  

事業を早期に再開する 

・中小企業の事業継続計画の策定率は

17.3％（2017年度） 

・中小企業の事業継続計画策定率向上に向

け、専門家派遣等を実施 

  

現在の状況               本市が行う今後の取り組み 
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３ -３  取り組み方針  

 めざす姿を実現するため、従前の計画である「名古屋市震災対策実施計画」及び 

「名古屋市風水害対策実施計画」における方針を踏まえ、本計画では以下の 4つの取

り組み方針のもと災害対策を推進します。 

方針１ 地域防災力の向上 【市民・事業者等への支援】 

想定し得る最大規模の災害が発生した場合などには、行政による対応には限界が生

じ、市民や事業者等の役割が大変重要になります。そのため、自宅の耐震対策や生活

物資等の家庭内備蓄の実施、災害リスクや避難場所等の把握、避難行動計画の作成な

ど、市民や事業者等の連携による「地域防災力の向上」を図る施策を推進します。  
方針２ 災害対応力の向上 【行政の体制強化】 

 災害時に市民の命を守り、その後の被害拡大を防ぎ、さらに社会活動を早期に再開

させるためには、行政の迅速かつ的確な対応が求められます。そのため、防災拠点の

機能強化、受援体制の確立、物資等供給体制の充実、良好な生活環境の確保など「災

害対応力の向上」を図る施策を推進します。  
方針３ 災害に強い都市基盤の整備 【行政による都市機能の確保】 

 災害時にも一定の都市機能を確保できるよう整備することが、防災・減災の基本と

なります。そのため、河川整備、橋りょうの耐震化及び災害時における上下水道施設

をはじめとしたライフラインの確保など「災害に強い都市基盤の整備」を図る施策を

推進します。 

 

方針４ 防災意識の向上 【市民・事業者・職員等への継続的な啓発及び訓練】 

 大規模災害による被害を軽減させるためには、地域の災害特性に応じた適切な避難

行動を取るなど、必要な防災の知識を身に付けるとともに、平時からの備えや心構え

が大切になります。そのため、防災意識を向上させるためのツールの作成、小中学校

での防災教育、訓練・研修の実施など継続的な「防災意識の向上」を図る施策を推進

します。 
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３ -４ 施策の体系  

市民・事業者等の役割については「方針１ 地域防災力の向上」に基づいて、行政の

役割については「方針２ 災害対応力の向上」及び「方針３ 災害に強い都市基盤の整

備」に基づいて、それぞれ施策を総合的に展開します。 

また、めざす姿を実現する上で基礎となる防災意識については「方針４ 防災意識

の向上」に基づいて様々な施策を展開します。 

 

【体系表】 

 

めざす姿 1 

災害による死者が 

発生しない 

めざす姿 2 

迅速な災害対応により 

被害が拡大しない 

めざす姿 3 

助かった命が守られ、社会経

済活動が早期に再開される 

方
針
１ 

地
域
防
災
力
の
向
上 

    

1-1 市民・事業者等の「命

を守る」防災力の向上 

 

 

1-2 地域の災害対応体制 

の強化 

 

 

1-3 地域の生活再建力の向 

  上 

 

方
針
２ 

災
害
対
応
力
の
向
上 

 

2-1「命を守る」避難対策 

の強化 

 

 

2-2 災害対応体制の強化 

 

 

 

2-3 避難生活・生活再建支 

援体制の強化 

 

方
針
３ 

災
害
に
強
い
都
市

基
盤
の
整
備 

 

3-1「命を守る」都市基盤

の整備 

 

 

 

3-2 迅速な災害対応・被害

の拡大防止を支える

都市基盤の整備 

 

 

3-3 避難生活・生活再建を

支える都市基盤の整備 

 

 

方針４ 防災意識の向上  ・防災意識向上に係る普及啓発・教育 

・防災意識向上に係る訓練・研修 

※表中の「民」は市民を、「事」は事業者等を示す。 

・住宅等において自らの安全

を確保する（民、事） 

・浸水被害の防止・軽減に寄与

する（民、事） 

・災害リスクや避難場所等を

把握し、迅速に避難する（民、

事） 

・相互に連携し、初期消火を 

行う（民、事） 

・一斉帰宅の抑制など適正な

行動をとる（民、事） 

 

 

・食糧・飲料水を備蓄する 

（民、事） 

・助け合いにより、良好な避難

生活を送る（民） 

・事業を早期に再開する（事） 

 

 

・避難場所等を確保するとと

もに、迅速に情報を収集し、

伝達する 

 

 

 

 

 

・帰宅困難者の支援体制を 

確保する 

・防災拠点機能を確保する 

・消火・救助体制を確保する 

とともに、火災の延焼を防止

する 

・災害拠点病院等の医療機能

を確保する 

・備蓄や調達により食糧等を

確保する 

・良好な避難生活環境を確保

する 

・災害廃棄物を処理する 

・速やかに住まいを確保する 

 

 

・公共施設において市民の安

全を確保する 

・浸水被害を防止・軽減する 

・土砂災害を防止する 

・輸送ルートを確保する 

 

 

 

・ライフラインを確保する 
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３ -５  進行管理  

取り組みの推進状況を把握するため、方針ごとに現状と目標を定めた計画目標を設

定し、毎年度その実施状況を把握し、「名古屋市危機管理対策本部会議」において進

捗状況の報告と評価を行った上で、公表します。 

なお、新たな課題の発生等により、当初の計画どおりの進捗が見られない取り組み

が出てきた場合についても、「名古屋市危機管理対策本部会議」において検証し、フ

ォローアップを行います。 

また、災害対策に関する法令の改正及び国等において方針が変更された場合や新た

に実施すべき事業が生じた場合など計画の見直しが必要となった場合は、「名古屋市

危機管理対策本部会議」において適宜見直しを行います。 
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第４章 具体的な取り組み  
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※所管局については、以下の略称で記載 

局名 略称  局名 略称 

会計室 会計  子ども青少年局 子青 

防災危機管理局 防災  住宅都市局 住都 

市長室 市長  緑政土木局 緑土 

総務局 総務  教育委員会 教育 

財政局 財政  消防局 消防 

市民経済局 市経  上下水道局 上下 

観光文化交流局 観文  交通局 交通 

環境局 環境  病院局 病院 

健康福祉局 健福  区役所 区 
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方針１：地域防災力の向上 
指  標 

現状 

(2018年度末) 

目標 

(2023年度) 

名古屋市建築物耐震改修促進計画における住宅の

耐震化率 
89％(2015） 95％(2020) 

 民間木造住宅の無料耐震診断件数 4,284件／期間 6,000件／期間 

 民間非木造住宅の耐震診断助成戸数 3,798戸／期間 4,000戸／期間 

 民間住宅の耐震改修助成戸数 1,346戸／期間 2,000戸／期間 

多数の者が利用する建築物の耐震診断助成件数 42件／期間 75件／期間 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修助成件数 6件／期間 5件／期間 

要安全確認計画記載建築物（沿道建築物・防災拠

点建築物）の耐震改修助成件数 
11件／期間 35件／期間 

寝室における家具の固定等の防災対策を実施して

いる市民の割合 
― 100％ 

水防法改正等に伴うハザードマップの見直し・作

成 
検討 作成・配布 

名古屋市地域防災計画(2018.6 月)に位置づけた

要配慮者利用施設の避難確保計画提出割合 
50％ 100％ 

生活こみち整備促進に係る助成件数 17件／期間 15件／期間 

老朽木造住宅の除却に係る助成件数 80件／期間 150件／期間 

民間再開発事業による帰宅困難者収容施設・備蓄

倉庫等の導入地区数 
8地区 10地区 

消防署により地域ごとの実情に応じた防災対策を

支援した自主防災組織の割合 
― 100％ 

地区防災カルテを活用した防災活動に取り組んで

いる学区の割合 
11％ 100％ 

中小企業の事業継続計画策定支援に係るセミナー

及び専門家派遣を活用した中小企業数 
578社／期間 700社／期間 

※現状欄には 2018年度末時点での見込みを記載 

※「／期間」と記載されているものは、現状欄には 2014年度～2018年度の見込み事

業量を、目標欄には 2019年度～2023年度の見込み事業量を記載 

方針１：地域防災力の向上 
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１-１  市民・事業者等の「命を守る」防災力の向上  

1 

事業名 

民間建築物の耐震診断及び耐震改

修助成等 

所管局 住都 

事業 

概要 

 民間建築物の耐震化を促進するため、昭和 56 年 5 月 31 日以前に

着工された木造住宅の無料耐震診断や耐震改修助成、非木造住宅や

民間建築物の耐震診断助成及び耐震改修助成等を実施するととも

に、各種協議会と連携を図り、啓発活動を実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

実施 

 

2 

事業名 耐震相談員の派遣 所管局 住都 

事業 

概要 

 住宅をはじめとする建築物の耐震診断・耐震改修などの耐震対策

についてアドバイスを行うため、建築の専門家である耐震相談員を

無料で派遣します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

派遣 

 

3 

事業名 地域ぐるみ耐震化促進支援事業 所管局 住都 

事業 

概要 

 地域の防災意識を高め、民間住宅の耐震化を促進するために、地域

団体等が主体的に行う地震対策の取り組みに対して、活動経費の補

助などの支援を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

支援 

 

4 

事業名 地下街の防災対策の推進 所管局 住都 

事業 

概要 

 大規模地震時に地下街利用者の安全確保を図るため、助成制度の

活用により、地下街の防災対策を推進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

推進 
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5 

事業名 

地域防災マネジメント事業 

（自助力向上の啓発・支援） 

所管局 消防 

事業 

概要 

 家庭の防災力を詳細にとらえ、災害時に「命を守る」ための具体的

な提案を行うとともに、継続的にその防災対策の進捗を把握する取り

組みを進め、家庭における災害対応能力の向上を推進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
実施 

 

6 

事業名 

民間施設における雨水流出抑制の

促進 

所管局 上下、関係局 

事業 

概要 

市民や事業者に対し各種イベント等の様々な機会を捉えて幅広い

普及啓発や協力要請を行い、雨水流出抑制を促進します。  

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

促進 

 

7 

事業名 

水防法改正等に伴うハザードマップ

の見直し・作成 

所管局 

防災、緑土、上下、 

関係局 

事業 

概要 

 想定し得る最大規模の洪水・内水・高潮等を前提とした浸水想定区

域や避難行動等を周知するため、ハザードマップの見直し・作成を行

い、市民に周知します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

検討 

 

見直し 

 

作成・配布 
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8 

事業名 防災啓発媒体の更新 所管局 防災 

事業 

概要 

 地域住民が自主的に防災対策に取り組み、発災時の最適な避難行

動に備えるため、啓発媒体である「各種ハザードマップ」や「ナゴヤ

避難ガイド」及び「アプリ」を更新します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

更新 

 

 

10 

事業名 

自然災害に関する歴史的文献の公

開 

所管局 教育 

事業 

概要 

 名古屋市の自然災害の歴史等を市民が学ぶ機会を確保するため、

鶴舞中央図書館所蔵の自然災害に関する歴史的文献が含まれる貴重

図書をデジタルデータ化し、インターネット上で公開します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

公開 

 

11 

事業名 

要配慮者利用施設等における避難

確保計画作成等支援  

所管局 防災、健福、関係局 

事業

 

概要

 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

支援 

9 

事業名 地震災害危険度評価図情報の提供 所管局 住都 

事業 

概要 

 災害リスクに対する理解を促すため、用途地域等の指定状況など

の都市計画情報をインターネット上で提供する名古屋市都市計画情

報提供サービスにおいて、過去の地形図や航空写真、震災時の火災延

焼や建物倒壊の危険性などを評価した地震災害危険度に関する情報

を掲載します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

提供 

　想定し得る最大規模の洪水等を前提とした浸水想定区域内の要配慮者

利用施設や地下街等について、利用者の安全な避難確保に係る計画等の

作成を支援します。また、民間介護施設、障害者支援施設等における医

療的配慮の必要な入所者等の安全確保を図るため、停電時においても事

業の継続を可能とする非常用自家発電設備の整備を支援します。
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12 

事業名 民間ブロック塀等の撤去等促進 所管局 住都、健福、子青 

事業 

概要 

 地震時における民間ブロック塀等の倒壊による被害や避難時の通

行の妨げとなることを防止するため、撤去等の対策を促進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

促進 

 

13 

事業名 

老朽木造住宅の除却等による木造

住宅密集地域の減災対策 

所管局 住都 

事業 

概要 

 木造住宅が密集している地区において、老朽木造住宅の除却助成

や生活こみち整備促進事業等を実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

助成 

 

14 

事業名 感震ブレーカーの設置促進 所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

 地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電復旧時に起こる火災

の発生を防ぐため、地震を感知した際に自動的にブレーカーを落とす

機能を持つ感震ブレーカーの設置を促進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

促進 
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１-２  地域の災害対応体制の強化  

15 

事業名 

都市再生安全確保計画等の作成・運

用 

所管局 防災、住都 

事業 

概要 

大規模地震時の名古屋駅をはじめとする主要な交通結節点周辺に

おける滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、官民連

携により、一体的・計画的に、避難・誘導や情報伝達等に係る共通ル

ールの確立や退避施設等の拡充などのソフト・ハード両面の対策を

実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

（名古屋駅地区）計画の運用 

（その他地区）対策の検討

 

16 

事業名 

民間再開発事業による帰宅困難者

収容施設等の導入の促進 

所管局 住都 

事業 

概要 

民間再開発事業による公共貢献施設の活用により、震災発生時に

おいて備蓄倉庫や帰宅困難者を一時的に収容できる施設等の導入を

促進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

促進 

 

17 

事業名 帰宅困難者対策の推進 所管局 防災 

事業 

概要 

大規模災害発生時において、公共交通機関の途絶により発生する

帰宅困難者に伴う混乱を抑制及び解消するため、官民一体となり対

策等を推進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

一斉帰宅抑制の周知 

対策の検討・推進 
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18 

事業名 

地域防災マネジメント事業 

（自主防災組織の活動支援） 

所管局 消防 

事業 

概要 

地域の防災力を詳細にとらえ、継続的にその防災対策の進捗を把握

する体制をつくり、その実情に応じた具体的な提案に基づく支援を計

画的に行うことで、地域及び事業所における災害対応能力の向上を推

進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
実施 

 

 

19 

事業名 防災安心まちづくり事業の推進 所管局 消防 

事業 

概要 

小学校単位で組織された防災安心まちづくり委員会を中心とした

住民参画型の防火防災活動の展開や、地域と事業所との覚書の締結

などの支援協力体制づくりを推進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

推進 
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１-３ 地域の生活再建力の向上  
20 

事業名 

地区防災カルテを活用した防災活

動の推進 

所管局 防災、消防、区 

事業 

概要 

本市の地域防災を今後さらにきめ細やかに向上させていくため、

地区ごとの地域特性や防災取組状況を整理した「地区防災カルテ」を

活用し、地域住民とともに各地域の災害リスク等の地域特性や各種

防災活動（地域避難行動計画、指定避難所開設・運営訓練、自主防災

訓練、助け合いの仕組みづくり等）の実施状況を踏まえ、今後取り組

むべき防災活動を検討し、推進していきます。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 推進 

 

 

21 

事業名 

再生可能エネルギーを活用した自

立・分散型エネルギーの導入促進 

所管局 環境 

事業 

概要 

太陽光発電設備を導入している住宅への蓄電システムの導入を促

進することにより、太陽光で発電した電気の有効活用を促すととも

に、災害時の在宅避難の際に有効となる、再生可能エネルギーを活用

した自立・分散型エネルギーの導入を促進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 促進 

 

 

22 

事業名 事業継続計画の策定支援事業 所管局 市経 

事業 

概要 

中小企業の事業継続計画の策定を支援するため、事業継続計画に

関する普及啓発を行うとともに、専門家の派遣や策定事例に関する

セミナーを実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

支援 

 

23 

事業名 災害時の外国人支援体制の確保 所管局 観文 

事業 

概要 

災害語学ボランティア制度の管理運営やウェブサイト等を活用し

た多言語での情報提供を行うとともに、外国公館等関係団体と連携

し、災害時に外国人を支援する体制を検証し、確保に取り組みます。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

検証・確保 
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方針２：災害対応力の向上  
指  標 

現状 

(2018年度末) 

目標 

(2023年度) 

想定し得る最大規模の高潮・洪水を想定した避

難行動指針の策定 
未策定 策定 

市有施設における建築基準不適合のブロック塀

等の撤去等 
未完了 完了 

震災に強いまちづくり方針において避難地とし

て計画された公園のうち整備済み箇所数 

事業中 9箇所 

完了 161箇所 

事業実施 11箇所 

完了 163箇所 

駅そば生活圏内における防災協力農地の登録箇

所数 
25箇所 50箇所 

局地的豪雨を踏まえた雨量計の配置見直し ― 見直し 

市役所、区役所、消防署における非常用発電機

稼働時間 
平均約 70時間 平均 72時間 

災害対策本部の機能強化 未完了 完了 

災害救助用物資（食糧）の備蓄数 169万食 175万食 

災害救助用物資（毛布）の備蓄数 32万 7千枚 34万 3千枚 

民間物流施設の活用及び資機材調達等に係る協

定締結事業者数 
5事業者 10事業者 

災害時物資供給協定の締結事業者数 32事業者 37事業者 

市立小中学校の埋設給排水管の改修実施割合

（名古屋市学校施設リフレッシュプランに基づ

く改修を除く） 

16.7％ 100％ 

和式トイレを洋式化したコミュニティセンター

の割合 
25％ 100％ 

屋外及び体育館回りに洋式トイレがある市立

小中学校の割合  
28.3％ 100％ 

被災建築物応急危険度判定士の登録者数 2,700人 3,100人 

被災宅地危険度判定士の登録者数 90人 90人 

街区の世界座標データ化済みの市域面積の割合 44.1％ 50％程度 

河川台帳調製済みの河川数 34河川 
完了 35河川 

着手 1河川 

※現状欄には 2018年度末時点での見込みを記載  

方針２：災害対応力の向上
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２-１ 「命を守る」避難対策の強化 

24 

事業名 

最大規模の高潮・洪水を想定した避

難行動の検討 

所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

想定し得る最大規模の高潮および洪水において、市民が安全に避難

できるよう、避難行動について検討します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

検討 

 

指針の策定 

 
  

 

25 

事業名 

市有施設におけるブロック塀等の撤

去等 

所管局 防災、関係局 

事業 

概要 

地震発生時に塀が倒壊し、倒れた塀の下敷きとなる被害の発生や、

道路が塞がることによる避難・救助・消火活動の遅れの発生を防ぐた

め、建築基準不適合及び老朽化したブロック塀等の撤去等を実施しま

す。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

26 

事業名 

指定緊急避難場所及び指定避難所

の指定 

所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

洪水、内水氾濫、土砂災害、津波等の各災害に応じた「指定緊急避

難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」の指定をすすめま

す。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

指定 

 

27 

事業名 

避難地として計画された公園の整

備 

所管局 緑土 

事業 

概要 

震災に強いまちづくり方針において、広域避難地・一次避難地とし

て計画された都市計画公園の整備をすすめます。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

整備 

  

調査・撤去等
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28 

事業名 防災協力農地登録制度の推進 所管局 緑土 

事業 

概要 

地震災害発生時に、市民の一時的な避難場所として使用可能な農

地をあらかじめ登録する防災協力農地登録制度を推進することによ

り、市民の安全確保を図ります。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

推進 

 

29 

事業名 災害時の情報収集・伝達体制の充実 所管局 防災、上下、関係局  

事業 

概要 

同報無線やメールサービスのほか情報サービス事業者を活用した

情報発信や ICT 技術を活用した情報収集を行うとともに、水防法改

正に伴う水位情報の周知体制を構築するなど、多様な手段やシステ

ム等の整備・維持管理を実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

整備・維持管理 

 

30 

事業名 

局地的豪雨を踏まえた雨量計配置

の見直し 

所管局 防災、関係局 

事業 

概要 

近年の局地的豪雨を踏まえ、市内の降雨状況を適切に観測できる

よう、過去の降雨状況や雨量計の観測情報を整理し、適切な雨量計の

配置を検討します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
検討 

 

見直し・検証 

 

 

31 

事業名 避難勧告等発令体制の運用・検証 所管局 防災 

事業 

概要 

市民が、災害の規模・種別に応じて、適時適切かつ主体的な避難行

動がとれるよう、避難勧告等発令体制について、運用・検証を行いま

す。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

運用・検証 
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32 

事業名 

道路・河川等の防災情報の収集・提

供 

所管局 防災、緑土、上下 

事業 

概要 

道路・河川等監視情報システム及び水防情報システムにより、台風

や大雨時の道路や河川などにおける危険箇所の状況や市内の雨量、

河川水位の状況や気象情報を把握し、市民に対して水防に係る情報

提供を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

収集・提供 

 

33 

事業名 雨水排水情報システムの運用 所管局 上下 

事業 

概要 

排水ポンプの稼働状況など雨水排水情報を一元的に把握するため

雨水排水情報システムを運用するとともに、市民への必要な情報を

「雨水（あまみず）情報」として提供します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

運用 

 

34 

事業名 環境放射線モニタリング等の実施 所管局 環境、防災、関係局  

事業 

概要 

モニタリングポストによる空間放射線量率の常時監視のほか、可

搬式測定機器を用いた測定を実施し、市民に対して情報提供できる

体制の整備を行います。また、非常時における屋内退避や飲料水・食

品等の摂取制限の可能性について周知啓発を図ります。なお、安定ヨ

ウ素剤の備蓄及び服用については、国の動向や他の地方公共団体か

らの情報収集等を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

実施 
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35 

事業名 

南海トラフ沿いで異常な現象が観

測された場合の防災対応体制の構

築 

所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

国において検討されている南海トラフ沿いで異常な現象が観測さ

れた場合の防災対応の在り方などを踏まえ、「南海トラフ地震に関連

する情報(臨時)」が発表された場合の本市の防災対応について検討

し、必要な体制を構築します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
検討・構築 

 

  



  

42 

 

２-２  災害対応体制の強化  

36 

事業名 

名古屋駅周辺地区の危機管理体制

の充実強化 

所管局 防災、関係局 

事業 

概要 

リニア中央新幹線の開通を控え名古屋駅周辺地区における開発が

進展する中で、帰宅困難者への対応など、大規模地震等発生時におけ

る同地区の危機管理体制の充実強化について検討するとともに、初

動態勢を確立するための現地対策本部を担う「危機管理センター（仮

称）」について、その設置手法や運営体制について検討します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
検討 

 

37 

事業名 

都市再生安全確保計画等の作成・運

用＜再掲 15＞ 

所管局 防災、住都 

事業 

概要 

大規模地震時の名古屋駅をはじめとする主要な交通結節点周辺に

おける滞在者等の安全の確保と都市機能の継続を図るため、官民連

携により、一体的・計画的に、避難・誘導や情報伝達等に係る共通ル

ールの確立や退避施設等の拡充などのソフト・ハード両面の対策を

実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

（名古屋駅地区）計画の運用・検証 

（その他地区）対策の検討

 

38 

事業名 久屋大通の再生 所管局 住都 

事業 

概要 

栄地区グランドビジョンの実現を図る中で、久屋大通公園の広域

避難場所としての防災機能強化を図ります。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

推進 

 

39 

事業名 

帰宅困難者対策の推進 

＜再掲 17＞ 

所管局 防災 

事業 

概要 

大規模災害発生時において、公共交通機関の途絶により発生する

帰宅困難者に伴う混乱を抑制及び解消するため、官民一体となり対

策等を推進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

一斉帰宅抑制の周知 

対策の検討・推進 
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40 

事業名 防災拠点の機能確保 所管局 防災、関係局区 

事業 

概要 

発災後に災害対応活動が維持できない恐れがある防災拠点につい

て、機能確保に必要な各種方策について随時検証の上、必要に応じて

対策を推進します。また、耐震性を満たしていない他施設との合築建

築物も含め、機能継続性を確保するための対策を推進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

検証・推進 

 

41 

事業名 非常用電源設備の機能強化 所管局 市経、消防、区 

事業 

概要 

区役所・支所や消防署において、停電時にも災害対応活動を維持す

べく、非常用電源設備の機能強化を図るための整備をすすめます。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

整備 

 

42 

事業名 災害対策本部の機能強化 所管局 防災 

事業 

概要 

大規模災害等に確実に対応できるよう、本市の災害対応の要である

災害対策本部の機能等について、本部体制や規模などの充実を図りま

す。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

調査・設計  

 

工事 

 
   

体制の検討・見直し 

 

運用・検証 

 

 

43 

事業名 

名古屋市業務継続計画（震災編）の

改定・検証 

所管局 防災 

事業 

概要 

災害対策における新たな課題等を踏まえ、必要に応じて名古屋市

業務継続計画（震災編）を改定するとともに、実効性を確保するため

訓練等により継続的に検証します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

改定・検証 

 

  



  

44 

 

44 

事業名 動員・参集計画の運用・検証 所管局 

防災、総務、市経、

関係局区 

事業 

概要 

本市における職員動員・参集計画の課題等を検証し、必要に応じて

計画等の見直しを行い、動員・参集計画の柔軟な運用を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

運用 

 

45 

事業名 

業務継続における職員 OB との協力

体制の運用 

所管局 総務、防災 

事業 

概要 

長期的な職員の不足が予想されることから、災害時における退職者

協力制度を運用し、全庁的に職員 OB を活用できるよう取り組みます。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

構築 

 

運用 

 

 

46 

事業名 災害時の広報・広聴対応の検証 所管局 

防災、市長、市経、

区 

事業 

概要 

災害時における広報・広聴対応を充実させるために、マニュアルを

見直し、検証します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

見直し 

 

検証 
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47 

事業名 

防災関係機関との情報共有等によ

る連携の強化 

所管局 防災 

事業 

概要 

既存の会議等を活用して防災関係機関との情報共有を図るととも

に、訓練等を通じて情報連絡体制の検証を行い、連携を強化します。

また、大規模災害時の防災関係機関職員の派遣受け入れ体制の整備

を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

実施 

 

48 

事業名 国及び自治体間の相互連携の推進 所管局 防災 

事業 

概要 

広域的な大災害に備え合同図上訓練や河川洪水を想定した情報伝

達訓練を実施するとともに、国、愛知県、近隣市町村等との連携を推

進します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

訓練の実施・連携の推進 

 

49 

事業名 基幹となる広域防災拠点の整備検討 所管局 防災 

事業 

概要 

基幹となる広域防災拠点について、災害時における被害を最小化で

きるよう、国・県等関係機関との検討を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

検討 

 

 

50 

事業名 水防活動準備 所管局 緑土 

事業 

概要 

迅速な水防活動ができるように、水防用資機材の確保及び移動ポ

ンプ等の出動体制を整えます。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

実施 

 

  



  

46 

 

51 

事業名 

災害時の情報収集・伝達体制の充実 

＜再掲 29＞ 

所管局 防災、上下、関係局  

事業 

概要 

同報無線やメールサービスのほか情報サービス事業者を活用した

情報発信や ICT 技術を活用した情報収集を行うとともに、水防法改

正に伴う水位情報の周知体制を構築するなど、多様な手段やシステ

ム等の整備・維持管理を実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

整備・維持管理 

 

52 

事業名 道路被害情報の収集・提供 所管局 緑土 

事業 

概要 

名古屋市管理道路の情報を収集、整理し、関係道路管理者と情報共

有を行うとともに、日本道路交通情報センターを通じ、各種媒体によ

り道路利用者への情報提供を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

収集・提供 

 

53 

事業名 

道路・河川等の防災情報の収集・提

供＜再掲 32＞ 

所管局 防災、緑土、上下 

事業 

概要 

道路・河川等監視情報システム及び水防情報システムにより、台風

や大雨時の道路や河川などにおける危険箇所の状況や市内の雨量、

河川水位の状況や気象情報を把握し、市民に対して水防に係る情報

提供を行います。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

収集・提供 

 

54 

事業名 情報システムの早期復旧対策等 所管局 全局区 

事業 

概要 

名古屋市業務継続計画（震災編）において重要度Ⅰ～Ⅱに区分され

ている情報システムについて、早期復旧対策やハードウェアの損傷

対策を実施します。 

事業 

計画 

～2018 2019 2020 2021 2022 2023 

実施 

 

  


